
 

 

 

 
～生けがき設置事業のご案内～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

問い合わせ先 

まちづくり推進課 都市計画係  電話番号 0243-24-5405 (直通) 

 

 

本宮市 

 



生けがき設置事業について 

本宮市では、緑豊かなまちづくりを進めるために、これから生けがきを設置される方に補助金を

交付しています。 

また、生けがき設置のためブロック塀等の取壊しを行う場合は、その工事費を補助します。 

この補助制度を活用して、生けがきを作ってみませんか。 

（※補助金に関しては、事前に問い合わせ先までご相談ください。） 

生けがきにはこんな効果があります 

生けがきには、緑あふれる住環境を形成する他、以下のような効果があります。 

・ 美しい外観になる 

・ 気温を調節する 

・ 空気をキレイにする 

・ 災害に強くなる 

（火災延焼防止、ブロック壁等の倒壊に比べ危険性が少ない） 

・ 騒音をやわらげる 

・ 潤いと安らぎを与える  など 

生けがきによく使われる樹木  

木は植える場所の土や日当りの影響をうけます。植える場所の環境にあったものを選びましょう。 

※ 生けがき一例 

特性       

樹木の名前 

日光を    

好む 

日陰に   

耐える 

低温地に 

強い 

大気汚染に 

強い 
火に強い 

いつも    

葉が緑 

葉が       

美しい 

ｲﾇﾂｹﾞ ○ ○ ○ ○   ○   

ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ ○     ○   ○   

ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ ○       ○   ○ 

ﾋｲﾗｷﾞ   ○   ○   ○   

 

 

 

 

  

 

       ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ                  ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ 

 

生けがきは生きています。適切な維持管理を心掛けてください。 

美しい庭を保つために、また、災害時に効果を発揮できるよう、手入れが必要です。 

主な手入れ作業は 

・ 刈り込み 

・ 施肥(肥料やり) 

・ 病虫害の駆除 

        など 



生けがき設置事業補助金のご利用にあたって 

 

 

生けがきを設置する場合  

 

《 補助金交付条件  》 

① 公衆用道路に面した部分及び道路から見通しのきく部分が 3 メートル以上であること。 

② 1 メートルあたり 3 本以上植栽されること。 

③ 敷地境界線の一辺に連続して生けがきを設置するものであること。 

④ 生けがき用樹木は、列状に並び、外部から眺望できる部分が 50 センチメートル以上ある

こと。 

⑤ 5 年間以上生けがきとして活用すること。 

                         3 メートル以上 

 

                                      50 ㎝以上 

 

                         1 メートルあたり 3 本以上 

 

《 補助金  》 

 

生けがきの延長×1 メートル当たりの事業費(限度額 5 千円)×1/2(補助率) 

＝補助金(限度額 5 万円) 

※ 補助金額は 1 メートル当たりの事業費が基準になります。 

※ 1 メートル未満の端数が生じるときは、これを算入しません。 

  

 

 

補助(5 万円以内)    自己負担 

例 1：1 メートル当たりの事業費が 4 千円で、12 メートルを植栽した場合 

⇒4 千円×1/2(補助率)×12 メートル＝2 万 4 千円が補助されます。 

例 2：1 メートル当たりの事業費が 7 千円で、12 メートルを植栽した場合 

⇒5 千円(1m 当たりの事業費)×1/2(補助率)×12 メートル＝3 万円が補助されます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

生けがきを作る為にブロック塀等の取り壊しを行う場合  

 

《 補助金交付条件  》 

① 生けがきの設置のために取り壊しを行うこと。 

② 生けがき設置場所と同じ場所の土塀であること。 

 

《 補助金額  》 

ブロック塀等の延長×1 メートル当たりの事業費(限度額 1 万円)×1/2（補助率） 

＝補助金(限度額 10 万円) 

※ 1 メートル未満の端数が生じるときは、これを算入しません。 

 

あ な た の 補 助 金 額  

≪生けがきの場合≫ 

生けがき補助金額 

  

 ×                   ×1/2 = ≦5 万円 

 

 

   

  ≦5 千円 ＝         ÷ 

 

≪ブロック塀の場合≫ 

ブロック塀補助金額 

  

 × × 1/2  = ≦10 万円 

 

 

 

  ≦1 万円 ＝ ÷   

  

≪生けがきとブロック塀の補助合計金額≫ 

   

   

           

 

 

  

生けがきの延長 1m当たりの事業費 
補助率 

生けがき補助金 

 

事業費(見積額) 生けがきの延長 1ｍ当たりの事業費 

 

ﾌﾞﾛｯｸ塀等の延長 1m当たりの事業費 
補助率 

事業費(見積額) 生けがきの延長 1ｍ当たりの事業費 

 

生けがきの補助金 ﾌﾞﾛｯｸ塀の補助金 補助合計金額 

 

ブロック塀補助金 

 

＋ ＝ 



生けがき設置事業補助金交付申請手順  

                  ・・・・申請者     ・・・・市 まちづくり推進課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.相談 

2.事前確認 

3.補助金交付申請 

交付 

4.書類審査及び現地確認 

5.補助金交付決定通知 郵送 

6.生けがき設置工事の実施 

7.設置工事完了 

8.報告 

9.書類審査及び現地調査 

10.交付額確定通知郵送 

 

①制度説明 

②申請書類等配布 

③必要に応じて現地確認 

提出書類 

①生けがき設置事業補助金交付申請書 

②位置図及び平面図 

③工事施行場所の写真 

④見積書 

ご注意 

※ 補助金交付決定通知書を受領後に生けが

き設置工事を実施してください。 

※ 工事内容等に変更があった際は、至急担当

課までご連絡ください。 

提出書類 

①生けがき設置事業完了報告  

②領収証(写し可) 

③生けがき完成後の写真 

 

11.請求書提出 

 

12.交付金振込み 

 

提出書類 

生けがき設置事業補助金交付請求書 

 


